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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○２０２６年春の花粉飛散予測（第２報） 
 ～２月上旬に九州などで飛散開始 東日本・北日本では例年より飛散量が多い～ 
 
 
 ・２０２６年のスギ花粉症は、例年並みの時期にスタート 
 ・２月上旬に、九州や中国・東海・関東の一部で飛散開始 
 ・飛散量は、東日本と北日本で例年より多く、北日本では例年の２倍以上に 
  
  
 一般財団法人日本気象協会より、２０２５年１２月２日（火）に全国・都道府県別

の２０２６年春の花粉（スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ）飛散予測（第２報）が発

表されました。この予測は、前シーズンの花粉飛散結果や今後の気温予測などの気象

データをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報、花芽の現地調査の結

果などを踏まえて予測されています。 

 
１．スギ花粉の飛散開始時期 
 ２０２６年のスギ花粉の飛散開始は、九州から東北で例年並みの２月上旬から３月

中旬となるでしょう。 

 この先１２月から２月の気温は、ほぼ平年並みに推移する見通しです。春先には寒

さの和らぐ日が現れ、スギ花粉は例年並みの時期に飛び始める見込みです。 

 スギ花粉は、飛散開始と認められる前からわずかな量が飛び始めますので、花粉対

策は早めに始めるとよいでしょう。 

 
※飛散開始日 

 １平方センチメートルあたり１個以上のスギ花粉を２日連続して観測した場合の最初の日 
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２．２０２６年春の花粉飛散量 

＜例年比＞ 

 花粉飛散量は、九州から近畿では例年並みの所が多いでしょう。一方、東海から北

海道では例年より多く、非常に多い所もある見込みです。 

＜前シーズン比＞ 

 九州から近畿は、前シーズンと比べ広い範囲で減少するでしょう。一方、東海から

北海道では前シーズンより多く、非常に多い所もある見込みです。 

 

 

３．飛散量の予測根拠 

 ２０２５年夏は、全国的に高温・多照で、雄花が形成されやすい気象条件となりま

した。一方、２０２５年春（前シーズン）の花粉飛散量は、西日本では例年より多く、

東日本と北日本では少ない傾向でした。飛散量が多い翌年は雄花の形成が抑えられる

ため、２０２６年春の花粉飛散量は、西日本では広い範囲で減少するでしょう。東日

本と北日本は増加する条件が揃いました。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



- 3 - 

〇令和７年度今冬の急性呼吸器感染症（ＡＲＩ）総合対策 
 
 インフルエンザや新型コロナウイルス感染症をはじめとする、今冬の急性呼吸器感

染症（以下「ＡＲＩ」という。）の流行に備え、「令和７年度ＡＲＩ総合対策」を取り

まとめ、国や地方自治体がＡＲＩ対策に取り組むとともに、広く国民の皆様にＡＲＩ

に関する情報が提供され、適切な対応が呼びかけられています。 
 
感染防止について 
 基本的な感染対策  
 インフルエンザをはじめとするＡＲＩの予防には、「手洗い」「マスクの着用を含む

咳（せき）エチケット」などが有効です。 
 ＡＲＩの中には、高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化する可能性があ

るものもあります。高齢者や基礎疾患のある方と会ったり、通院したり、大人数で集

まったりするときは、マスクの着用を含めた感染症対策が必要になります。 
 
 マスクの着用について  
・効果的な場面 
 重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関を受診し薬局を訪問する時や、

重症化リスクの高い方が多く生活・入院する社会福祉施設等（高齢者、児童、障害者

等が集団で生活又は利用する社会福祉施設、介護老人保健施設等）や医療機関などへ

訪問する時等は、マスクの着用が推奨されています。 
 そのほか、重症化リスクの高い方がＡＲＩの流行期に混雑した場所に行く時は、感

染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的とされています。 
 
・社会福祉施設等や医療機関等における対応 
 重症化リスクの高い方が多く生活・入院する社会福祉施設等や医療機関で従事する

方には、勤務中のマスクの着用を推奨しています。 
 
・留意事項 
 子どものマスクの着用については、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配

慮することが重要です。 
 乳幼児については、２歳未満では、息苦しさや体調不良を訴えることや、自分で外

すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、着用は奨められ

ていません。 
 なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの

着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、

そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も

懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意を

お願いします。 
 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上

又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容さ

れます。ただし、障害特性等により、マスク等の着用が困難な場合には、個別の事情

に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮をお願いします。 
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〇山梨県で発生している感染症状況 
 
 やまなし感染症ポータルサイトにより２０２５年第５０週（１２月８日～１２月１

４日）の情報が公開されました。 
警 報：インフルエンザ（中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健

所管内） 
注意報：インフルエンザ（峡南保健所管内） 
 
【要約】 
・インフルエンザ：患者数が増加している地域と減少している地域があり、現在がイ

ンフルエンザ流行のピークと考えられます。 
・新型コロナウイルス感染症：現在流行は下火です。 
・伝染性紅斑：峡東地域で比較的多く報告されていますが、全県的な流行は考えにく

いです。 
山梨県ホームページより引用定点情報（２０２５年第５０週:１２月８日～１２月１４日） 
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○子供の誤飲事故に注意 
 

 公益財団法人日本中毒情報センターより、帰省先での子供の誤飲事故について注

意喚起が行われています。普段より、薬などの誤飲事故防止のために適切な保管・

管理をお願いいたします。 
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○定期購読から 

 
定期購読から 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2025 Vol.67No.16 
               【特集】目からウロコの眼科領域の副作用 
                ・眼とはどんな臓器？ 
                ・全身疾患と眼の関係 
                ・眼⇔全身の副作用 
                ・知っておきたい眼科特有の副作用 
                 ・眼圧上昇、防腐剤の影響、β遮断薬と全身副作用、プロ

スタノイド受容体関連薬と特有の副作用 etc 
                ・定期的な眼科検査が必要な薬剤 
                ・こんなこともある？！知っておきたい意外な副作用 
               ◇精神科のおくすり事情 
                ・身体の不調を過度に気にする高齢女性―身体症状症の処方

箋 
 
               調剤と情報 2025 Vol.31No.16 
               【特集】がまんはよくない慢性疼痛がむしばむ“身体”のはなし 
                 ・痛みは“脳”で感じている―疼痛の仕組み 
                 ・薬局店頭・在宅で出会う“痛み”とは 
                 ・一次性頭痛（片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛） 
                 ・慢性疼痛：腰痛 
                 ・リウマチ性疾患における疼痛と薬剤師の役割 
                 ・神経性障害疼痛（帯状疱疹後神経痛、三叉神経痛） 
                 ・疼痛軽減のための動作・環境マネジメント etc 
               【今月の話題】 
                ・ＪＰＡＬＳ認定薬剤師制度の見直しについて 
 
 
 
               薬局 2025 Vol.76No.14 
               【特集】つなぐ緩和ケア 
                   外来からはじまる切れ目ない連携に向けて 
                ・緩和ケア薬これだけ！選び方・使い方・伝え方 
                ・外来フェーズ：緩和ケアの出発点から“支援の流れと土台”

を整える 
                ・入院フェーズ：緩和ケアの転換点で“支援のかたち”を整

える 
                ・在宅フェーズ：暮らしにつながる緩和ケアの着地点を整え

る 
                 ・シームレスな在宅療養への移行に向けた準備 
                 ・初回在宅訪問時に確認すべきこと、やるべきこと 
                 ・終末期の変わりゆく状態の変化に対応する etc 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２５年Ｎｏ.１０が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２５年Ｎｏ.１０ 
事例１ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【用法】 
事例 【事例の詳細】 

 患者にフォゼベル錠５ｍｇ１回１錠１日２回朝夕食後が処方された。処方

監査を行った薬剤師は、新しく発売されたフォゼベル錠５ｍｇについて事前

に情報を収集していたため、食直前に投与する薬剤であることを把握してい

た。処方医に用法について疑義照会を行った結果、朝夕食直前へ変更になっ

た。 

【推定される要因】 

 フォゼベル錠５ｍｇは新医薬品であり、処方医は用法の知識が不十分であ

った可能性がある。 

【薬局での取り組み】 

 新医薬品が発売された際、予め添付文書に目を通しておく。 

その他の情報 フォゼベル錠５ｍｇ/１０ｍｇ/２０ｍｇ/３０ｍｇの添付文書 ２０２５年６

月改訂（第４版）（一部抜粋） 

６.用法及び用量 

通常、成人にはテナパノルとして１回５ｍｇを開始用量とし、１日２回、朝

食及び夕食直前に経口投与する。以後、症状、血清リン濃度の程度により適

宜増減するが、最高用量は１回３０ｍｇとする。 

１６.薬物動態 

１６.２吸収 

１６.２.１食事の影響 

健康成人（１８例）に、本剤１４ｍｇを１日２回反復経口投与したとき、尿

中ナトリウム及びリン排泄量は、空腹時投与と比較して食直前及び食後投与

で低い傾向が認められ、糞便中ナトリウム及びリン排泄量は食直前投与で最

も高く、本剤の薬力学的作用（消化管でのナトリウム及びリン吸収阻害作

用）は食直前投与で最も高かった（外国人データ）。 

事例のポイン

ト 

・フォゼベル錠は２０２４年２月に販売開始された高リン血症治療薬であ

る。高リン血症治療薬は、腸管からのリンの吸収を阻害することにより血

清リン濃度を低下させる薬剤であり、一般的に用法は食直前もしくは食直

後に設定されている。フォゼベル錠は食直前に服用することで最も高い効

果を得られる薬剤であるため、処方監査を行う際は用法が食直前であるか

確認を行う必要がある。 

・新医薬品を薬局で採用した際は添付文書やインタビューフォームなどを確

認し、効能・効果、用法・用量、重要な基本的注意、禁忌、相互作用、副

作用などの基本情報を把握しておく必要がある。さらに、薬局内のすべて

の薬剤師が知識を持てるよう、これらの情報は薬局内で共有することが重

要である。 

・本事業の第３３回報告書（２０２５年９月公表）では「新規収載医薬品※に

関する事例」を取り上げ、フォゼベル錠に関する事例を分析した。疑義照

会や処方医への情報提供に関する事例では、用法間違いの事例のほか、服

薬後の患者の症状から副作用発現の可能性を疑い処方医へ情報提供した事
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例などを紹介している。 

 第３３回報告書 分析テーマ【１】「新規収載医薬品に関する事例―フォゼ

ベル錠、アポハイドローション２０％―」 

 ※本事業における「新規収載医薬品」とは、報告された事例の発生月にお

いて薬価収載１年未満の新医薬品（医療用医薬品）である。 

 

事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【病態禁忌】 
事例 【事例の詳細】 

 患者は医療機関Ａで抗がん剤の治療を開始することになり、制吐目的でオ

ランザピン錠とドンペリドン錠が処方された。薬剤師が患者の現病歴および

薬剤服用歴を確認したところ、医療 機関Ｂから糖尿病治療薬が処方されてお

り、糖尿病の治療中であることがわかった。処方医に疑義照会を行い、オラ

ンザピン錠が糖尿病患者に禁忌であることを伝えたところ、オランザピン錠

が削除となった。 

【推定される要因】 

 患者はお薬手帳を持参しておらず、処方医は患者が糖尿病の治療中である

ことを確認できなかった可能性がある。 

【薬局での取り組み】 

 調剤を行う際に現病歴、併用薬、副作用歴などを確認し、処方された薬剤

が患者に適切であるかを検討する。 

その他の情報 ・オランザピン錠２．５ｍｇ/錠５ｍｇ/錠１０ｍｇ/ＯＤ錠２．５ｍｇ/ＯＤ

錠５ｍｇ/ＯＤ錠１０ｍｇ/細粒１％「明治」の添付文書 ２０２４年１０

月改訂（第４版）（一部抜粋） 

２.禁忌（次の患者には投与しないこと） 

２.５糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者 

１１.副作用 

１１.１重大な副作用 

１１.１.１高血糖（０．９％）、糖尿病性ケトアシドーシス（頻度不明）、糖

尿病性昏睡（頻度不明）高血糖があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシス、

糖尿病性昏睡から死亡に至るなどの致命的な経過をたどることがあるの

で、血糖値の測定や、口渇、多飲、多尿、頻尿等の観察を十分に行い、異

常が認められた場合には、投与を中止し、インスリン製剤の投与を行うな

ど、適切な処置を行うこと。 

事例のポイン

ト 

・オランザピン錠は、服用により高血糖があらわれ、糖尿病性ケトアシドー

シス、糖尿病性昏睡 から死亡に至るなどの致命的な経過をたどることがあ

るため、糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者には禁忌である。 

・本事例は、患者にオランザピン錠が処方された際、薬局で管理していた情

報から患者が別の医療機関で糖尿病の治療を行っていることに気付いた薬

剤師が疑義照会を行い、オランザピン錠の服用を防いだ事例である。 

・薬剤師は、複数の医療機関を受診している患者が安全に薬物治療を受けら

れるように、患者の現病歴や既往歴、薬剤服用歴などを一元的・継続的に

管理し、処方された薬剤が患者に適切であるか検討することが重要であ

る。 

・適切な薬物治療を行うには、患者の現病歴や併用薬の情報が不可欠であ

る。薬剤師は、それらの情報を医療従事者と共有するにはお薬手帳の提示

などが有用であることを、日頃より患者に伝える必要がある。 

 

事例３ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【処方漏れ】 
事例 【事例の詳細】 

 患者は、以前から通院している医療機関Ａを受診し、処方箋を持って来局

した。患者のお薬手帳には医療機関Ｂの退院時処方が記載されており、医療

機関Ｂを退院したばかりであることがわかった。医療機関Ａから発行された
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処方箋には、医療機関Ｂで服用を開始し、退院時処方にも含まれていた一硝

酸イソソルビド錠２０ｍｇが記載されていなかった。薬剤師が患者に確認し

たところ、薬剤の中止について説明がなかったことを把握したため、医療機

関Ａの処方医に疑義照会を行った結果、一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇが追

加された。 

【推定される要因】 

 薬剤師が医療機関Ａの処方医に確認した際、医療機関Ｂからの紹介状に記

載されていた一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇを見落としていたことがわかっ

た。 

【薬局での取り組み】 

 入退院に伴い医療機関が変更になった時は、お薬手帳や薬剤管理サマリー

などから患者の薬剤服用歴や薬剤変更の経緯などを確認する。患者からも服

薬に関する情報を聴取する。処方漏れなどが起こる可能性に留意し、処方監

査を行う。 

事例のポイン

ト 

・本事例は、入院中に追加された薬剤が退院後に処方されていないことに気

付いた薬剤師が疑義照会を行った結果、薬剤が追加になり治療が継続され

た事例である。 

・退院後は、紹介状の記載漏れや医療機関間の情報伝達不足、退院サマリー

の読み間違いなどにより、薬物治療が正しく引き継がれないことがある。 

・患者から入院していたことを聴取した際は、お薬手帳や薬剤管理サマリ

ー、患者から聴取した情報をもとに、入院前、退院時、退院後に処方され

た薬剤を比較し、変更点がある場合はその経緯・背景を把握したうえで、

薬物治療が正しく引き継がれているか確認を行う必要がある。 

・退院後の処方漏れや間違いを見逃さないために、退院後の初回処方時に確

認する内容を手順書に定めて、遵守することが重要である。 

・本事業部が運営している医療事故情報収集等事業は、第７７回報告書の分

析テーマで「退院前後の処方間違いに関連した事例」を取り上げた。入退

院に伴い抗凝固薬の処方漏れが起きた際、保険薬局は処方されていないこ

とに気付いていたが疑義照会を行わず、その後、患者が脳梗塞を発症した

事例を掲載している。薬剤師は、患者の薬物治療が適切に継続されなかっ

た場合、患者に大きな影響を及ぼす可能性があることを認識し、退院後は

特に注意して処方監査を行うことが重要である。 

 医療事故情報収集等事業第７７回報告書分析テーマ「退院前後の処方間違

いに関連した事例②」 

 

 

 

○日薬ニュース 
【第３１６号】 
 ・【重要】１２月１０日、日薬ホームページ「会員ページ」へのログインパスワードルール

が変更になります 

 ・第５８回日薬学術大会（京都大会）オンデマンド配信の追加参加登録を受付中 

 ・日薬雑誌の郵送希望申込を受付中！ 

 ・日薬雑誌電子書籍、日薬雑誌アプリをご活用ください 

 ・生涯学習システムＪＰＡＬＳ本年度の「実践記録」提出期限２０２６年１月１０日（土）

まで！ 

 ・２０２６年４月より、ＪＰＡＬＳが変わります 

 ・２０２６年加入版「薬剤師賠償責任保険 サイバー保険」等募集開始 
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